
平成２７年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １７ 府 省 庁 名    農 林 水 産 省  

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（都市計画税等） 

要望 

項目名 
農業委員会制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

・ 農業委員会について、遊休農地対策を含めた農地利用の最適化に重点を置き、これらの業務の積極的な

展開を図るため、農業委員の選出方法等を見直すこととしている。 

また、都道府県農業会議、全国農業会議所についても、農業委員会ネットワークとして、農業委員会の業

務をサポートする組織に見直すこととしている。 

 

・ 本見直しに伴い、税制上の所要の措置を講じる。 

 

 

関係条文 

 

地方税法 第 25条、第 296条（法人住民税）、第 72条の５第１項第５号、第 72条の６（事業税）、 

第 348条第２項第 13号の２（固定資産税）、第 701条の 34第２項（事業所税）、第 702条の２第２項 

（都市計画税） 

 

減収 

見込額 

［初年度］   － （  －  ）  ［平年度］   － （  －  ） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 
⑴  政策目的 

  優良農地の確保と有効利用の促進 

 

⑵  施策の必要性 
日本再興 

について、その主たる使命である、農地利用の最適化（担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・

戦略（平成 26年 6月 24日改訂）において、「農業委員会は、遊休農地対策を含めた農地利用の最適化に重

点を置き、これらの業務の積極的な展開を図る」こととしている。 

また、農林水産業・地域の活力創造プラン（平成 26年６月 24日改訂）において、「市町村の独立行政委

員会である農業委員会解消、新規参入の促進）をより良く果たせるようにするため、制度を見直す」ととも

に「都道府県農業会議、全国農業会議所については、農業委員会ネットワークとして、農業委員会の業務を

サポートする組織に見直す」こととしている。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 － 

 １７ ― １ 



 

 
 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

－ 

政策の 

達成目標 
－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

－ 

同上の期間中

の達成目標 
－ 

政策目標の 

達成状況 
－ 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

－ 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

－ 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

－ 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ １７ ― ２ 

 



 
 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

－ 

これまでの要望経緯 

－ 

ページ １７ ― ３ 


